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古民家江口屋【施設の概要】

施設名称 古民家江口屋

住 所 かすみがうら市坂８９５-1
【土地：895-1(1623.5㎡) 894(635㎡) 896-1(766㎡)】
【建物：江口屋(191.50㎡) 蔵(26.44㎡)】

都市計画区域 区域外

江口屋の歴史 寛政年間（1790年頃）本家の中店（なかだな）より分家し、現在地の敷地に初代「伊右エ門」が
創家、屋号を「江口屋」とする。創業当時は農業・酒造業を営む。

明治初期に「菅澤」とし、現在の家屋は明治後半に建築。
この頃、4代目「源太郎」が「源勲正宗」の商標で酒を醸造・販売する。
当時の酒造りは裏庭の井戸水を使用し、新潟から杜氏を呼び醸造していた。
※裏庭の竹林を掘ると、今もかすかに酒が匂う。また、このエリアのタケノコが柔らかいのは土壌に染み
込んだ酒の影響と思われる。

昭和初期に5代目「伊三郎(2代目源太郎）」が「澤の不二」として酒を醸造・販売。併せて塩の専売
をしていた。戦後は酒造を終了し、酒店として運営。

昭和40年頃、6代目「昭」が酒店のほか、「志戸崎簡易郵便局」を創設。住居・酒店・郵便局を兼用

平成に入り、別に郵便局を建設。※現在の郵便局長は7代目
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古民家江口屋【各種申請手続き】

旅館業申請 簡易宿所営業として土浦保健所へ申請 R2.6.18許可

食品営業許可申請 厨房を使用し食事を提供するため、土浦保健所へ申請中

建築基準法に基づく申請 不要
※対象面積(延べ面積）200㎡以上は建築確認申請(用途変更）が必要
※簡易宿所の許可取得：延べ面積200㎡未満、3階建てまで

消防法17条に基づく届出 消防用設備（消火器 自動火災報知設備、誘導灯）R2.3.27検査済
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古民家江口屋【建物平面図】

【共有スペース 寝室（和室２ 洋室２）】
①

②

③ ③
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古民家江口屋【事業概要】

コンセプト

ターゲット

宿泊料金

最高の朝に出会える宿
地域の魅力（食/風景/文化）を発信・体験できる施設

コロナ禍も鑑み、時期により主なターゲットを設定
7月〜9月 茨城県内 ファミリー/サイクリスト
9月〜年末 国内 ファミリー/サイクリスト/

首都圏からのワーケーション
R3年以降 国内/インバウンド

大人 茨城県宿泊促進事業を踏まえ、詳細検討中
小人 〃
朝食【竈を使った羽釜だきご飯と季節の地野菜味噌汁】/レンタルサイクル/ウェルカムドリンク＆お菓子付き

※夕食は追加オプション
※オープン当初は金・土曜/祝前日のみの営業
※コロナ対策を踏まえ、当初は和室１・洋室１の予約を基本とする。
人数の多いグループでの予約など、その他の部屋を使用する際は共有スペースや
シャワー室の利用時間を決めるなど、密の状態にならないよう工夫する。
※小人は小学生以下。3歳以上小学生未満は1,000円（税別）3歳未満は無料。
※貸切り料金は1人あたりの宿泊料のほか¥20,000を追加徴収
※キャンセル料金は宿泊当日チェックインの48時間前まで無料、それ以降は100％
※シーズンにより価格変動あり
※チェックイン/チェックアウト IN 15:00〜21:00 OUT  〜10:00
※定休日 月曜日
※予約方法 かすみがうら未来づくりカンパニーHPからの予約・電話等のお問合せ

じゃらん（国内向け）・ブッキングドットコム（インバウンド向け）からの予約
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古民家江口屋【事業概要】

食体験
プログラム

昼間の活用

今後の予定

体験プログラムをオプションメニューとして提供
▪石窯ピザ作り体験
▪ソーセージ作り体験
▪レンコン豚と茨城野菜のBBQ（夕食）
▪羽釜だきご飯と季節の地野菜味噌汁（朝食）

※朝食は宿泊料に含まれる
※今後、収穫体験、湖上体験等、プログラムを充実させていく

ゲストのチェックインからチェックアウトまでのイメージ
・チェックイン ➡ 食体験プログラム/周囲サイクリング/かすみキッチンor古民家で夕食
・起床 ➡ 朝日を眺める➡ 周囲散歩orサイクリング ➡ 朝食 ➡ チェックアウト
※チェックイン前orチャックアウト後、サイクリングプログラム 「ライドクエスト」など

共有スペースの貸し出し料金 ¥800/1時間（税別） 収容人数 15人程度

7/22(水) レセプション
7/23(木)〜 OPEN
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古民家江口屋【ホームページ(現在構築中）】
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古民家江口屋【ホームページ(現在構築中）】
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歩崎桟橋の利用について

施設の貸し出し 7/23(木）〜
〇利用時間 9：00 〜 17：00 ※日没の早い11〜2月は16：00まで
〇利用料金 係留 1回1艇当たり 500円

貸切による使用 2,000円／4時間未満
4,000円／4時間以上8時間未満

〇悪天候による利用停止基準
・瞬間風速が５ｍ以上の場合
・各種注意報、警報発令時
・天候の急変が予想されるとき
・その他、管理者の判断において危険が予想されるとき

施設の活用（体験）
・湖上の朝日(遊覧船）
・トロール漁の見学(遊覧船）＋水揚げされた水産物で朝食
・カヌー・ボートなどのスポーツアクティビティ
・土浦・潮来・玉造港と同様にサイクルーズ事業（舟運による輪行）の新たな就航地
・帆引き船の見学＋遊覧船の運行
・霞ヶ浦環境科学センター等と連携した体験型環境学習（湖上体験スクール・自然観察会）
・桟橋のフリースペースを使った湖上ヨガ など
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